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講義の柱

■ 保育における虐待等の防止

■ より質の高い保育を目指す
～子どもの人権を尊重する意識



保育における虐待等の防止



背景

■ 2022年12月に保育施設での保育者による虐待行為がマスコミに報道さ
れるや否や、保育・教育現場では様々な緊張が生じています。

■ 保育者は自分たちの行為が虐待や不適切保育に該当するのではないか。
報道されているのは氷山の一角でしかなく、自分がいつ不適切保育（虐
待）をしてもおかしくないといった不安を抱えています。

■ 最も大切なことは、子どもの安全と安心と健全な発達を保障することで
すが、不安を抱えたままでは、適切な保育の提供に支障が出るおそれも
あります。

■ 不適切保育（虐待）が生じる背景を知り、現状に照らし合わせることで、
自身や園全体で保育を振り返る習慣を作ることが重要です。

■ 同時に、不適切保育を生じさせないためには、どういった取り組みが必
要なのかを考えることも重要です。



❖近年、保育のニーズ或いは保育形態の多様化が進んでいます。

❖保育所等保育への期待から、生活上の様々な困難や子どもの発達上の課題を抱
えた家庭の保育利用が促されるようになりました。

❖一方で、11時間保育、保育士不足、コロナ禍等により、保育者は非常に多忙な
業務を担うことになっています。多忙な中、保育の専門性が発揮されると共に、
様々な保護者のニーズや子どもの言動に、意図せずして、不適切な対応や保育を
生じさせる可能性は低いとは言い切れません。

❖不適切な保育が生じた場合には、事実と要因等を迅速に確認し、市町村等に報
告するとともに再発防止策を立て、保護者等に丁寧に説明を行う必要があります。

背景



テーマの背景

■ 認可保育施設等での園児暴行事件
他 不適切保育事案の多発

■ 厚生労働省による全国調査（認可保育園）2022年12月
☞調査が実施された背景

■ 調査結果
不適切保育 914件
暴力などの「虐待」 90件
－身体36件、心理42件、ネグレクト4件（重複）



課題意識
幼児教育・保育の質の確保と向上及び保育の現場における虐待等の防止

②保育者は在園児を中心に地域の全ての子育て家庭への支援を目指し、多様なニーズに対応すべ

く献身的な働きのもと、的確かつ適切な保育の提供に尽力している。

③しかしながら今般、一部の保育所・保育者による園児への虐待等が明らかになり、保育の質が

問われるようになった。



課題意識
幼児教育・保育の質の確保と向上及び保育の現場における虐待等の防止

④改めて保育の質が問われるようになったこの機会において、保育の質を問い直すことには相

応の意義がある。「保育の現場における虐待等の防止」と「保育の質の確保と向上」は二律背

反ではなく、保育を軸とした両輪で稼働すべきである。

⑤「保育の現場における虐待等の防止」と「保育の質の確保と向上」という両輪を稼働される

ための課題を具体化し、分科会でさらに細目に及び検討することにより、両輪稼働を有機的な

ものにする。

⑥併せて「保育の現場における虐待等の防止」と「保育の質の確保と向上」は、自治体と園が

一体となった高いレベルで実現されるべき課題であると認識したい。



保育所等における虐待防止等に関するガイドライン

こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/pdf





ヒヤリハット等職場内研修で意識を高め予防する
－自己評価、チェックリストの活用

職場で事実確認
－職場で適切な対応と自治体へ報告
－再発防止策と第三者による評価

不適切保育
＝虐待の認識



保育所等における虐待等の防止及び発生時の
対応等に関するガイドライン
こども家庭庁（令和5年5月）





保育現場で虐待等が生じる背景

■ 保育者の認識と保育環境

（１）保育者の認識
これまで特段問題とは認識されていなかった行為であっても、こどもの最善の利益という考え

が定着している。保育者は経験や自身の常識を過信せず、こどもとの関りを振り返り、こどもの
最善の利益が尊重されているか意識する必要がある。

保育者が良かれと思った行為であるために、その行為がこどもの権利を侵害するという重大さ
に気づいていない状況も考えられる。社会の意識が高まっていることを認識し、自身の常識を
アップデートする必要がある。

（２）職場環境
保育者一人一人にかかる負担は増加している。保育者が多様な対象のニーズに対応することが

求められている状況では、保育者が丁寧に向き合い、対応する十分な時間が確保されない事態も
起こり得る。

職場において、保育を振り返る機会や話し合う機会を通して、保育者が相互に気づきを高め、
連携が高まることが考えられる。一方そのような機会がないままに日々が過ぎることで、保育者
は気づかないまま、過信による不適切な関りをしてしまう危険性が高まる。



https://www.mhlw.go.jp/content/000609915.pdf



■保育現場で虐待等を防止する職場環境等の整備
－保育者の葛藤

－虐待が起きる時

－職場環境

－人権意識を高める



保育者の葛藤
－一人一人を大切にしたいからこそ

■ 一人一人を大切にしているからこそ・・・

‘できないことをできるようにさせたい‘

‘こどもが困らないようにしてあげたい‘（解決策を提示しなければならない）

■ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を目指したい

健康な心と体
自立心
協同性
道徳性・規範意識の芽生え
社会生活との関わり
思考力の芽生え
自然との関わり・生命尊重
数量や図形、標識や文字などへの関
心・感覚
言葉による伝え合い
豊かな感性と表現



保育者の葛藤
－生活の場（暮らし）とは？

〇生活の場（暮らし）とはどういうことか

個が尊重される場；一人一人のリズムと仲間との波長

－乳幼児期はこどものリズムを尊重した生活が提供される

一人一人のテンポと保育時間の流れ方

生活リズムと生活スキルの獲得

－何百回、何千回と繰り返される中で獲得される力

－保育は‘生活の場‘といえるのか？ という疑問

－「集団」と「時間制限」→→→調整しなければならない



保育者の葛藤
－（保育）の流れとこども
〇調整はこども中心であるべきだが・・・

－保育・教諭の「揺らぎ」

－一緒に生活しているからこそ起きる焦りやイラッとする感覚

－倫理ジレンマ；

権利条約４原則の一つ「こどもにとって最も良いことを行う」

時間、集団、組織、価値観から受ける制約（ジレンマ）

－こども主体であり大人主体である現実を受け入れる

その上で、こどもにとって最も良いことは何か？を追究する



保育者の葛藤
－保育を語り合う場
■ その日のこどもの姿を語り合い
■ 保育の内容や場面を振り返り
■ 自らの心の動きを見つめ受入れながら
■ 保育を語り合う場の必要性

■ こどもの姿が共有され（多面的理解）
■ 自身の上手くいかないことが許され
■ 次の展望が開かれる場の必要性



虐待等が起きる時

■こどもとの支配的な関係が生じる背景
－倫理観の欠如と支配的関係

－こどもと健全で適切な関係が作れなくなる時

－集団保育で起きる「力学」

「比較」から生じる「差別化」

－悪者を作ることで（子ども集団が）まとまる（スケープゴード）

■保育者としての感情労働の落とし穴
－表層演技と深層演技のバランス



虐待等が起きる時－triggerを知る

■ こどもの気になる行動（修正させたい行動）

■ こどものために、と思いつつも、自分の（気になることを無くしたい）ために

‘切り替えの悪さが・・・‘

‘食事で残すことが・・・‘

‘大きな声を出すのが・・・‘

‘整理整頓が・・・‘

‘気になる＝囚われている信念（～させないといけない心理）‘

■ 自身の信念や価値観に対する内省が不足していると‘イライラ’

■ こどもに責任を転嫁し、引き金が引かれる

■ 対策として、頭の中でシャークミュージックが流れる時を自覚する

子どもの‘何が’、自分のイライラを
起こす（Trigger）原因になるのか？



虐待等が起きる背景－職員の葛藤；燃え尽き症候群

燃え尽き症候群の３つの要素
①達成感欠如

仕事の満足度が低下する

他者や組織・現場に貢献しようとする意識が低下する

②情緒枯渇
喜怒哀楽が消失する（感じられない）

淡々と仕事をこなすことが増える（感情が沸いてこない）

コミュニケーションが低下する（他者と理解しあおうとしない）

③脱人格化
人との接触を避け始める（事務的仕事が好む）

利用者（こども、保護者）に非人間的な対応をしがちになる
施設内虐待などの発生要因にもなり得る



職場環境（支援ジレンマ）
保育士で職務に賢明な人は自分がその子どもの育ちを

支える最もふさわしい存在であると信じたい

↓
支援は受けたいが、批判されたくないという思い

↓
他者からの承認を絶えず求めたくなる気持ちが強くなる

↓
支持され、助けられ、教えられ、承認されたいといった願望を

持っているが、支援を一方的に受ける立場に陥りたくない

本質的なコミュニ
ケーションが生まれ

にくい



職場環境（安心できない）
■ ほっとできない緊張感
→ノンコンタクトタイムの保障

■ 職員同士が（配慮しつつ）思ったことが言えない
（自分が）良いと思うことができない

→（ある程度）自由な発言が許容される受容的ミーティング
☞「言い分」に耳を傾ける

■ 不安や不満を抱え込む保育士
→‘ヒヤリハット’等を日常的に共有する習慣づけが重要



職場環境（対人援助職場の特色）

■感情管理（ホックシールド2000）
■ こころの中で思う内面と異なる行動を他者に見せる場合の行動を

「表層演技」と呼びますsurface acting

■ 職員の成長によって内面と行動が一致する「深層演技」へと変化
する場合もあります deep acting

■ しかし、プログラムや職員の行為の意味を考えることをしなけれ
ば、表層の行為だけを真似ることになります



職場環境（自律性や裁量が低い）
①自律性の低い職場
・自らの意思ではなく、他者から強制されることが多い
・仕事をやり遂げたとしても、充実感よりも徒労感が残る

②一方的なコミュニケーション
・上位者の決定を伝達されるだけ、命令を受けるだけではストレスは増大する
・多忙で過重な負担があっても自分の力で軽減し解消ができなくなる

③仕事の進め方に裁量の余地がない
・役割が不明確で、責任の範囲が決まらず、特定者に負担が過重する
・参加型の規律は消耗感を解消し、職務への満足感が高まる



子どもの人権尊重の意識を高める
１．ガイドラインを活用する
■ 保育所における自己評価ガイドライン

■ 全国保育士会作成のチェックリスト など

２．研修と自己評価
■ 園内研修を実施する

■ 職員の自己評価を定例化する

■ 自己研鑽（SDS＝Self DevelopmentSystem）の体制を作る

３．当事者の声を聴く
■ 利用者の声を聴く

４．体制を整備する
■ 人権侵害（虐待等）の防止のための体制を作る 「保育の質向上の担当者設置」等



❖子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり



❖罰を与える・乱暴なかかわり



❖一人ひとりの子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかかわり



❖差別的なかかわり



人権擁護のためのセルフチェックリストを用いた保育の振り返り
（全国保育士会有志）

「自己過信」、「問題意識の欠如」、「責任転嫁」が日常化
していないか？

‘私は大丈夫、こどもと信頼関係は保てている‘

‘多忙なために少々のことは仕方がない‘

‘してはいけないことはしっかり躾けないといけない‘

‘集団保育では限界がある、一人のこどものペースに合わせることはできない‘

－心理的虐待は客観的な共通の境界線を引くことは困難

－「してはいけない」ではなく、「していいこと、すべきこと」を蓄積する

（山縣）



こどもの発達保障
－できないときこそ、支えが必要



なぜ、失敗したときに支えが必要なのでしょう？
－愛着（attachment）の視点

＜愛着とは＞（ジョン・ボウルビー）

⇒‘くっつく’という意

１．広義（広く一般に考える）

「こどもと養育者の間で交わされる情緒的交流」

２．狭義（狭く＝専門的に考える）

「こどもが不安を感じたり、危機的だと感じる状況（泣く、癇癪、

駄々をこねる、衝動的になる等）で、特定の養育者（日常的に関わる

大人）との間で情緒的な安定を取り戻そうとする行為」



なぜ、失敗したときに支えが必要なのでしょう？
－愛着と人格形成

■ 自己効力感と自尊感情を育てる
❖困ったときに人は助けてくれる（攻撃しない）

－他者への信頼感を育てるベース（認知力）

❖周りは自分を守ってくれる（攻撃しない）

－周囲（社会）への信頼感を育てるベース

❖自分は助けてもらえる

－自分への信頼を高めるベース

↓
❖人と自分を信じることができる「信頼系」を形作る



なぜ、安心と安全が必要なのか？
－愛着と社会・情動的な側面の発達

◆社会・情動的な側面の発達が、人間の精神発達、ストレス耐性、社会的自立を促す

社会・情動的な側面の発達：
①目標に向かって頑張ることができる
・失敗を恐れすぎない
・失敗を支えられた体験が支えとなる

②人とうまく関わることができる
・支えられた体験は信頼する力を作る
・支えられ、支える関係を作る

③感情が（ある程度）コントロールできる
・不安や怖れを経験を、養育者との間で落ち着いたやり

取りで克服することで身につきます



■不適切な教育・保育を防止するための課題



保育者による虐待等の禁止

■特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営
に関する基準第２５条（虐待等の禁止）

■特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給
付認定子どもに対し、心身に有害な影響を与
える行為をしてはならない。



保育における虐待等の防止
－法制度の整備

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（児童福祉法第45条規定）

(児童福祉施設の一般原則)

■ 第五条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮すると
ともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければなら
ない。

(虐待等の禁止)

■ 第九条の二 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三
十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を
与える行為をしてはならない。





最後に；保育における虐待等を防止するための課題

１．市町村、都道府県の課題

－市町村において「相談窓口」は設置されているものの、相談体制や事案発生の際の

保育所等との確認、情報共有といった手続きが十分に整備されているとは言い難い

－ガイドライン、研修体制などが明確に示されていない

－保育所等への啓発、研修が十分に進められているとは言い難く、今後の取り組みが

必要となる

２．保育所等の課題

－相談窓口の設置と、事案が発生した場合の組織的体制を整備する必要がある

－ガイドライン等が保育士間で十分に共有される必要がある

－職員の認識を高めるための園内研修が必要となる


